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2024年度総代選挙【県央地区選挙区】 公告
2024年７月12日 

医療生協さいたま生活協同組合 

選挙区選挙委員会 委員長 長谷川 哲也 

2023年度総代の任期満了に伴い、定款及び総代選挙規約にもとづき、選挙区の定数を超えて総代の推薦・立候補があった選挙区において、下

記のとおり投票による総代選挙を実施します。 

－記－ 

１．投票による総代選挙を行う選挙区および総代定数・候補者の氏名

選挙区 ： 県央地区  総代定数：16名  候補者数：17名  候補者の氏名：別紙 

２．投票の日時および場所 

日 時： 2024年８月３日（土）午前10時から午後４時まで   場 所： 鴻巣市市民活動センター 会議室  

                                   （〒365-0038 鴻巣市本町１-２-１エルミこうのすアネックス３階） 

３．投票の方法

 （１）無記名連記制とします。 

 （２）県央地区選挙区（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡伊奈町）内に居住する組合員本人（2024年５月31日までに組合員名簿に登録された人）

が投票できます。代理人は投票できません。 

 （３）組合員本人確認のため、以下の書類をお持ちください。 

１）必ずお持ちいただくもの

２）お手元にありましたら、以下の書類も一緒にお持ちください。 

  組合員証（組合員証がない場合は、増資確認ハガキ、または2023年度の出資金持高通知書。）ただし、これらが無くても投票は可能です。 

※ 身分証（健康保険証、年金手帳等）をお持ちいただければ、組合員証や持高通知書などが無くても投票できます。 

※ 組合員確認にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

（４）投票日に投票所で投票用紙を受け取り、信任する候補者16名以内 に「○」を記載してください。 

（５）期日前投票、郵便投票などの特例はありません。 

（６）文字の記入が難しい方につきましては、投票所の係員が対応します。 

４．選挙運動 

 （１）選挙運動は、総代選挙規約により、総代選挙管理委員会（以下、管理委員会）があらかじめ定めた以下の指示に従って行うものとします。 

 （２）選挙運動は、選挙区選挙委員会が発行する選挙公報により、候補者の信任・不信任を判断する方法とします。 

 （３）上記（２）以外の選挙運動は、これを禁じます。 

   ＜してはならないこと（例）＞ 

    ・選挙公報、選挙公告別紙を複写または謄写、および撮影して、不特定多数または個別の者に流布（配布、郵送、メール、SNS等による拡散等）する

行為 

    ・候補者に対し、候補の取り下げを依頼する行為 

    ・候補者を誹謗中傷する行為 

    ・選挙運動に関して、飲食物を提供したり買収やもてなしをする行為 

 （４）選挙公報は、希望される当該地区組合員お一人につき一部をお渡しします。ご希望の方は下記窓口までお越しください。また、選挙公報の郵送を希望

される方は、下記窓口までご連絡ください。組合員登録の住所へご本人宛に送付致します。投票日当日、投票所にも閲覧用の選挙公報をご用意します。

   ＜ 窓 口 ＞ 総代選挙管理委員会事務局（〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317 医療生協さいたま ふれあい会館内） 

   ＜お問合せ＞ TEL 048-294-6111 

＜配付期間＞ 2024年７月12日（金）～８月２日（金）（日曜、祝日を除く） 

月曜日～金曜日 午前10時から午後４時まで  

土曜日     午前10時から正午まで 

※ただし、郵送による配布は普通郵便にてお送りします。日にちに余裕を持ってお申し出ください。

※このほか、浦和民主診療所、おおみや診療所、行田協立診療所でも配布します。詳しくは事業所までお問い合わせください。

（５）選挙運動にあたり管理委員会の指示事項との関係について疑義があるときは、総代選挙規約により管理委員会の裁定に従わなければなりません。 

（６）管理委員会の指示に従わず選挙運動を行った場合、候補者の届出を無効とします。 

（７）管理委員会の指示に従わず選挙運動を行い当選したと認められる候補者は、管理委員会の決定により当選を取り消すものとします。 

５．当選人の決定、通知および公告

 （１）有効投票数のうち信任投票数の多い順に当選とします。 

 （２）得票が同数の者については選挙委員会が立会人のもとで抽選し順位を定め、その順により当選人とします。 

 （３）当選人が決定したときは、８月５日（月）に当選人に当選の旨の通知を発送し、かつ当選人の氏名を公告します。 

 （４）選挙に関する異議の申し立ては、８月15日（木）までに申立人自らの書面により総代選挙管理委員会事務局までお申し出ください。 

６．総代の任期

  2024年９月１日（日）～2025年８月31日（日） 

※ 総代定数の16名を超える候補者数を信任（「〇」を記載）すると、その票は無効となります。

身分証（健康保険証、年金手帳、運転免許証、2020年２月４日以前に発行された有効期限内のパスポート、マイナンバーカード等、

いずれかひとつ）


